
障害者雇用対策について

障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労

働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、そ

れを保障するものである。

■ 民間企業における雇用率設定基準

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
障害者雇用率 ＝

常用労働者数 + 失業者数

※ 短時間労働者は、原則、１人を０．５人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。

■ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

（参考） 現行の障害者雇用率 （平成30年４月１日から。平成33年４月より前に、さらに、0.1％ずつの引き上げ。 ）

＜国及び地方公共団体＞

国、地方公共団体 ＝ ２．５％

都道府県等の教育委員会 ＝ ２．４％

＜民間企業＞

民間企業 ＝ ２．２％

特殊法人等 ＝ ２．５％



障害者雇用率制度について

〇雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱。

〇障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指す。

① 事業主に対して、従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者の雇用を義務付け
民間企業：２．２％ 国、地方自治体：２．５％ 都道府県等の教育委員会：２．４％

② 平成33年４月の前に、更に、０．１％ずつの引き上げ

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満

身体障害者 １ ０．５

重度 ２ １

知的障害者 １ ０．５

重度 ２ １

精神障害者 １ ０．５※

※ 精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、１人をもって１人とみなす。
①新規雇入れから３年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から３年以内の方
②平成35年３月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方


